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平成26年5月21日

都道府県医師会

社会保険担当理事　殿

日本医師会常任理事

　　　鈴　木　邦　彦

生活保護法改正法の施行に係る医療扶助関係通知について

　平成25年12月13日、生活保護法の一部を改正する法律（平成25年法律第104号）が
公布され、本年7月1日より施行されることに伴い、今般、生活保護の医療扶助の取扱いを

定めた「生活保護法による医療扶助運営要領について」及び指定医療機関の指定事務等に関

する留意事項等を定めた「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意

事項等について」の医療扶助関係通知につきましても所要の改正が行われましたので、ご連

絡申し上げます。

　別添1の「生活保護法による医療扶助運営要領」につきましては、　「第6　指導および検

査」において、生活保護法に基づく指定医療機関に対する指導等に係る取扱いが示されてお

ります。　（別添1の別添「新旧対照表」の7ぺ一ジ参照）

　今般の一部改正による主な変更点は、指導の形態として従来の「都道府県知事による指導」

に加え「厚生労働大臣が単独で行う指導」及び「厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行

う指導（共同指導）」が追加されたことでありますが、今般の改正に関わらず、指定医療機

関に対する指導はあくまでも都道府県が主体となって運営するものであり、実際の指導にあ

たっては従来どおり各都道府県医師会にご相談の上、実施していくことに変更がないことは

厚生労働省当局にも確認済みであり、その旨、運営要領中に明記させております。　（別添1

の別添「新旧対照表」の9ページ参照）

　別添2につきましては、これまで生活保護法による医療扶助のための医療を担当する指定

医療機関等の指定及び指定取消しの要件等に関し、具体的な要件が規定されていなかったこ

とを踏まえ、健康保険の取扱い等を参考に①指定医療機関の指定要件及び指定取消要件の明

確化、②指定医療機関の指定の有効期間（指定の更新制）の導入、③不適切な事案等への対

応の強化等について整理されたものであります。

　つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜わりますようお願い申し上げます。

（添付資料）

・生活保護法改正法の施行に係る医療扶助関係通知について

　（平26．4．25　社援保発0425第8号　厚生労働省社会・援護局保護課長）
魎］　r生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について（通知）

　　（平26．4．25　社援発0425第12号　厚生労働省社会・援護局長）
圃　生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について

　　（平26．4．25　社援保発0425第11号　厚生労働省社会・援護局保護課長）



社援保発0425第8号

平成26年4月25目

公益社団法人　目本医師会会長　殿

厚生労働省社会・援護局保護課長

（　公　　印　　省　　略　　）

生活保護法改正法の施行に係る医療扶助関係通知について

　生活保護の医療扶助につきましては、平素格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、標記につきまして、下記について別添のとおり各都道府県知事・指定都市市長・中核市

市長等あて通知いたしましたので、御了知願います。

　貴会におかれましては、貴会会員へ周知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1　「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について

　（平成26年4月25日社援発0425第12号厚生労働省社会・援護局長通知）　（別添1）

2　生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について

　（平成26年4月25目社援保発0425第11号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）（別添2）



國
社援発0425第12号
平成26年4月25日

　　都道府県知事

各　指定都市市長　　殿

　　中核市市長

厚生労働省社会・援護局長

　（公印省略）

「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について（通知）

　生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和

36年9月30目社発第727号厚生省社会局長通知）により取り扱われているところで

あるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成26年7月1日から適用するこ

ととしたので、了知の上、その取扱いに遺漏のなきを期されたい。

記

別添の新旧対照表のとおり改める。



（別添）

O「生活保護法による医療扶助運営要領について』（昭和36年9月30日厚生省社会局長通知社発第727号）
，一纏磯1叛蟻．壁駆＾一．嚢，，

弔，・一　　　　　》　　　　’　脂A

葎一　F　‘

第2　医療扶助運営体制
　1　都道府県、指定都市及び中核市の本庁関係

　（1）～（3）　（略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　（4）医療扶助に関する審議会（以下、　「医療扶助審議会」という。）

　　　　都道府県本庁においては、知事の医療扶助その他保護の決定実施にあたって

　　　の医学的判断篶を的確に行うことのできる体制を確保すること。壼な、これら

　　　の医学的判断童の他医垂迭助に関する諮問に答えるため箋の附属機関として、

　　　医療扶助審議会を設置することが望ましい。

　　　　なお、その構成および運営等については、次の基準を参考とすること。

　　　ア　審議事項

　　　（ア）結核入院要否判定

　　　（イ）精神疾患入院要否判定

　　　（ウ）結核、精神疾患以外の傷病による入院要否の判定

　　　（エ）訪問看護の要否判定

　　　（オ）在宅患者加算等各種給付の要否の判定

　　　（カ）鷹療麸勲の適鑑窯施楓闘乱工愛孟意見壼述蕊ゑ薫ζ釜その他必要と認め

　　　　　　られるもの
　　　イ　　（略）

　　　ウ　審議

　　　　前記アにより諮問を受けた医療扶助審議会は、患者の病状及び療養状況等

　　　の全経過箋趣総合的な検討を行うとともに、医療扶助の本則に基づき
　　　公正妥当な答申を行う。

　　　　なお、審議にあたっては、その経過および答申根拠の記録、その他関係書

　　　類を整備する。

　（5）運営台帳
　　　　都道府県本庁においては、次に掲げる運営台帳を作成し、整備すること。

　　　ア　指定医療機関名簿（福祉事務所別、旧総合病院、医科、歯科、訪問看護ス

　　　　テーションおよび薬局別）、医療保護施設名簿、指定施術機関名簿および指

　　　　定助産機関名簿（様式第1号）

　　　イ　指定申請書（変更届書、休止・廃止届書、再開届書、処分届書、指定辞退

　　　　届書）受理簿（様式第2号）

（6）～（7） （略）

2　福祉事務所関係

　　医療扶助は、他の扶助と異なり、診療の要否、程度の判定等専門的判断を要す

・・r’、　　．冨‘　』概，（旨．

第2　医療扶助運営体制・

　1　都道府県、指定都市及び中核市の本庁関係

　（1）～（3）　（略）

　（4）医療扶助に関する審議会（以下、　「医療扶助審議会」という。）

　　　　都道府県本庁においては、知事の医療扶助その他保護の決定実施にあたって

　　　の医学的判断を的確に行うことのできる体制を確保すること。気のため、これ

　　　らの医学的判断に関する諮問に答えるための附属機関として、医療扶助審議会

　　　を設置することが望ましい。

　　　　なお、その構成および運営等については、次の基準を参考とすること。

　　　ア　審議事項

　　　（ア）結核入院要否判定

　　　（イ）精神疾患入院要否判定

　　　（ウ）結核、精神疾患以外の傷病による入院要否の判定

　　　（エ）訪問看護の要否判定

　　　（オ）在宅患者加算等各種給付の要否の判定

　　　（カ）その他必要と認められるもの

　イ　（略）

　ウ　審議

　　　前記アにより諮問を受けた医療扶助審議会は、患者の病状及び療養状況等

　　の全経過魁総合的な検討を行うとともに、医療扶助の本則に基づき公
　　正妥当な答申を行う。

　　　なお、審議にあたっては、その経過および答申根拠の記録、その他関係書

　　類を整備する。

（5）運営台帳

　　都道府県本庁においては、次に掲げる運営台帳を作成し、整備すること。

　ア　指定医療機関名簿（福祉事務所別、旧総合病院、医科、歯科、訪問看護ス

　　テーションおよび薬局別）、医療保護施設名簿、指定施術機関名簿および指

　　定助産機関名簿（様式第1号）

　イ　指定申請書（変更届書、休止・廃止届書、再開届書、処分届書、指定辞退

　　届書）受理簿（様式第2号）

（6）～（7）　　（略）

2　福祉事務所関係

　　医療扶助は、他の扶助と異なり、診療の要否、程度の判定等専門的判断を要す
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る特殊性をもつものではあるが、他面、生活扶助、その他の扶助とならび被保護

者の生活を保障するとともに、その自立を助長するための意義を有するものであ

る。したがって、他の扶助における現業活動と遊離して行なわれるべきものでは

なく、これと緊密な連けいを保って実施するよう、その運営体制の確立に万全を

期すること。

　なお、保護の実施機関は、生活保護制度について理解のある医師のうちから嘱

託医（1年ごとに更新することとするが、特別の理由がない限り、再任を妨げる

ものではないこと。また、精神科医療に関する事務を行わせるため、一般の嘱託

医に加え、原則として、精神科嘱託医を設置すること。）を委嘱し、及び事務を

行なう所員のうちから、医療扶助関係事務を担当する者（以下「医療事務担当者」

という。）を定めること。

　さらに、被保護者に対し健康の保持・増進に自ら努めることを促すための体制
を整備すること。

　おって、医療扶助の実施に関し、各職種の担当すべき事務については、次に掲
げるもののほか、別紙第1号に示すところによること。

（1）～（5）　　（略）

（6）手続書類

　　福祉事務所においては、次に掲げる手続書類用紙を印刷し、常備すること。
　ア～コ　　（略）

　サ　施術券及び施術報酬請求明細書（様式第26号⑳』L鴬魚）

．シ　診療依頼書（入院外）（様式第37号）

．Z、検診命令書、検診書及び検診料請求書（生活保護法施行細則準則様式第20
　号）

第3　医療扶助実施方式

　1　医療扶助の申請
　（1）～（2）　　（略）

　（3）各給付要否意見書の発行
　　　ア～エ　　（略）

　　　オ　福祉事務所又は町村において各給付要否意見書を発行する際は、指定医療

　　　　齪次の標準により選定して、当該道産医療機関において各給付要否意
　　　　見書に意見を記載のうえ提出するよう指導すること。

　　　　　なお、選定にあたっては、要保護者の希望を参考とすること。

（ア）要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する指定医療機関であること。

（イ）要保護者が人工妊娠中絶若しくは不妊手術又は結核の治療をうけようと

　するときは、原則としてそれぞれ同時に母体保護法による指定医師又は盛

る特殊性をもつものではあるが、他面、生活扶助、その他の扶助とならび被保護

者の生活を保障するとともに、その自立を助長するための意義を有するものであ

る。したがって、他の扶助における現業活動と遊離して行なわれるべきものでは

なく、これと緊密な連けいを保って実施するよう、その運営体制の確立に万全を
期すること。

　なお、保護の実施機関は、生活保護制度について理解のある医師のうちから嘱

託医（1年ごとに更新することとするが、特別の理由がない限り、再任を妨げる

ものではないこと。また、精神科医療に関する事務を行わせるため、一般の嘱託

医に㌍え、原則として、精神科嘱託医を設置すること。）を委嘱し、及び事務を

行なう所員のうちから、医療扶助関係事務を担当する者（以下「医療事務担当者」

という。）を定めること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k

　さらに、被保護者に対し健康の保持・増進に自ら努めることを促すための体制
を整備すること。

　おって、医療扶助の実施に関し、各職種の担当すべき事務については、次に掲

げるもののほか、別紙第1号に示すところによること。

（1）～（5）　　（略）

（6）手続書類

　　福祉事務所においては、次に掲げる手続書類用紙を印刷し、常備すること。

　ア～コ　（略）

　サ　施術券及び施術報酬請求明細書（様式第26号）

　、シ．一難丞認盤Ωよ望認壼座烹≧，及び旗雌盤f立請求
　　壷皿・き1短）（」董謹呈の．旦）

ス　診療依頼書（入院外）（様式第37号）

セ　検診命令書、検診書及び検診料請求書（生活保護法施行細則準則様式第20
　号）

第3　医療扶助実施方式

　1　医療扶助の申請
　（1）～（2）　　（略）

　（3）各給付要否意見書の発行
　　　ア～エ　　（略）

　　　オ　福祉事務所又は町村において各給付要否意見書を発行する際は、次の標準

　により屋塵機閨室選定して、当該医療機関において各給付要否意見書に意見

　を記載のうえ提出するよう指導すること。

　なお、璽麹選定にあたっては、要保護者の希望を参考とするこ
　と。

（ア）要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する指定医療機関であること。

（イ）要保護者が人工妊娠中絶若しくは不妊手術又は結核の治療をうけようと

　するときは、原則としてそれぞれ同時に母体保護法による指定医師又は感
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染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核指定

医療機関としての指定を受けている指定医療機関であること。

（血）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、精神保健及

　び精神障害者福祉に関する法律又は障害者の日常生活及び社会生活を総

　合的に支援するための法律による指定の取消を受けている指定医療機関

　でないこと。

（玉）過去3箇月間に伸6の3（2）イによる「戒告」を受けたことのない指
　定医療機関であること。

4　一般診療に関する診療方針および診療報酬並びに指定医療機関の請求

　　一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、法第52条、指定医療機関医療担

　当規程（昭和25年8月厚生省告示第222号）及び生活保護法第52条第2項の規
　定による診療方針及び診療報酬（昭和34年5月厚生省告示第125号）によるこ
　と。

　　なお、別紙第3号に留意するほか、次の点に配意すること。

（■）生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬第1項中「金

　を使用すること」とあるのは、金位14カラット以上の合金を使用することを
　いうものであること。

（盆）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護のうち食事の

　提供たる療養及び温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養

　に係る診療報酬については、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活

　療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成18年3月厚生労
　働省告示第99号）の例による。

　　また、健康保険法による訪問看護に係る費用については、訪問看護療養費に

　係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成20年3月厚生労働省告示第67
　号）の例によることとし、訪問看護の基本利用料以外の利用料に相当する費用

　については、必要最小限度の実費の額とすること。
（旦）後期高齢者医療の例による診療方針及び診療報酬（保険外併用療養費の支給

　に係るものを除く。）は、75歳以上の者等に該当するに至った日の属する月の

　翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から適用するもの

　とすること。

　　また、「65歳以上75歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律

　施行令別表に定める程度の障害の状態にあるもの」に該当するか否かの認定

　は、国民健康保険法第6条第旦号の規定により同法の適用を除外されている者

3

　　染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核指定

　　医療機関としての指定を受けている指定医療機関であること。

浄血L要保難｛．　土会　　の健保陰煮ス娃越扶養煮．薫姦ゑζ壼娃焦一億康保

　　除法1こよる医　護ある蕊と．鉱
（孟）健園囲障法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、

　　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は障害者の日常生活及び社

　　会生活を総合的に支援するための法律による指定の取消を受けている指

　　定医療機関でないこと。

　（孟）過去3箇月間に迭による「戒告」を受けたことのない指定医療機関であ

　　ること。

4　一般診療に関する診療方針および診療報酬並びに指定医療機関の請求

　　一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、法第52条、指定医療機関医療担

　当規程（昭和25年8月厚生省告示第222号）及び生活保護法第52条第2項の規
　定による診療方針及び診療報酬（昭和34年5月厚生省告示第125号）によるこ
　と。

　　なお、別紙第3号に留意するほか、次の点に配意すること。

、11）b　　が　 法65逢篁1璽によ難、壼愛はエ黛塗い場合嶋
雄才遡　　の　の　　は、題塞方法｛平成2Ω窪且且厚生蛍働
ノ生ｦ　59号）辺篁．1』勉塑蠅座を塑用』て行立迄のと薫ゑ転

（£）生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬第1項中「金

　を使用すること」とあるのは、金位14カラット以上の合金を使用することを

　いうものであること。

（旦）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護のうち食事の

　提供たる療養及び温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養

　に係る診療報酬については、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活

　療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成18年3月厚生労
　働省告示第99号）の例による。

　　また、健康保険法による訪問看護に係る費用については、訪問看護療養費に

　係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成20年3月厚生労働省告示第67
　号）の例によることとし、訪問看護の基本利用料以外の利用料に相当する費用

　については、必要最小限度の実費の額とすること。
（三）後期高齢者医療の例による診療方針及び診療報酬（保険外併用療養費の支給

　に係るものを除く。）は、75歳以上の者等に該当するに至った日の属する月の

　翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から適用するもの

　とすること。

　　また、「65歳以上75歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律

　施行令別表に定める程度の障害の状態にあるもの』に該当するか否かの認定

　は、国民健康保険法第6条第旦号の規定により同法の適用を除外されている者



　の場合は福祉事務所長が行うこととなるが、原則として生活保護法による保護

　の基準（昭和38年4月厚生省告示第158号）別表第1第2章2障害者加算の
　例によること。

（．在）通算対象入院料（一般病棟入院基本料（特別入院基本料及び後期高齢者特定

　入院生活基本料を含む。）、特定機能病院入院基本料（一般病棟の場合に限る。）

　及び専門病院入院基本料をいう。）を算定する病棟に180日を超えて入院して

　いる患者で厚生労働大臣が別に定める患者に該当しない者のうち、いかなる方

　法によっても退院後の受入先が確保できない者であって真にやむを得ないと

　判断される者については、別に定めるところにより、受入先が確保されるまで

　の間、当該患者が180日経過するまでに保険給付の対象とされていた入院基本

　料の範囲内において必要な額を認定して差し支えないこと。

（且）指定医療機関が、医療券によって診療を行なった場合には、診療報酬明細書

　又は訪問看護療養費明細書に必要事項を記載して発行した福祉事務所ごとに

　とりまとめ、当月診療分を所定の様式による診療報酬請求書を添えてこれらの

　書類を翌月10日までに当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療

　報酬支払基金の支部（以下「支払基金」という。）に提出させるものとするこ

　と。

（皇）指定医療機関のうち、旧総合病院における診療科別の初診料、検査料又は診

　療報酬の請求は、社会保険の取扱いの例によるものであるが、この場合におい

　ても医療券は1枚発行すれば足りること。

7　施術の給付
　　施術の給付につき、申請があった場合には、給付要否意見書（柔道整復、あん

　摩・マッサージ、はり・きゅう）に必要事項を記載のうえ、すみやかに指定施術

　機関丞．び指定医療機関において所要事項の記入を受け、福祉事務所長又は町村長

　に提出するよう指導して発行すること。

　　施術の給付を行なうにあたっては、柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当を

　する場合および脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要

　であるが、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が

　必要であること。

　　この場合において、あん摩・マッサージ指圧師が脱臼又は骨折の患部以外に施

　術をするとき及びはり・きゅう師が施術をするときは、当該施術の要否に関する

　診断書をもって、医師の同意書に代えることができること。

　　施術の給付を行なうにあたって留意を要する点は次のとおりであること。

（1）　　（略）

（2）施術券の発行 （以下、略）
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　の場合は福祉事務所長が行うこととなるが、原則として生活保護法による保護

　の基準（昭和38年4月厚生省告示第158号）別表第1第2章2障害者加算の
　例によること。

（量）通算対象入院料（一般病棟入院基本料（特別入院基本料及び後期高齢者特定

　入院生活基本料を含む。）、特定機能病院入院基本料（一般病棟の場合に限る。）

　及び専門病院入院基本料をいう。）を算定する病棟に180日を超えて入院して

　いる患者で厚生労働大臣が別に定める患者に該当しない者のうち、いかなる方

　法によっても退院後の受入先が確保できない者であって真にやむを得ないと

　判断される者については、別に定めるところにより、受入先が確保されるまで

　の間、当該患者が180日経過するまでに保険給付の対象とされていた入院基本

　料の範囲内において必要な額を認定して差し支えないこと。

（旦）指定医療機関が、医療券によって診療を行なった場合には、診療報酬明細書

　又は訪問看護療養費明細書に必要事項を記載して発行した福祉事務所ごとに

　とりまとめ、当月診療分を所定の様式による診療報酬請求書を添えてこれらの

　書類を翌月10日までに当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療

　報酬支払基金の支部（以下「支払基金』という。）に提出させるものとするこ

　と。

（エ）指定医療機関のうち、旧総合病院における診療科別の初診料、検査料又は診

　療報酬の請求は、社会保険の取扱いの例によるものであるが、この場合におい

　ても医療券は1枚発行すれば足りること。

7　施術の給付

　　施術の給付につき、申請があった場合には、給付要否意見書（柔道整復、あん

摩・マッサージ、はり・きゅう）に必要事項を記載のうえ、すみやかに指定施術
機関（は望・き．ゆ一気随2工は、」まり．・．き血う顔，以王回並仇ユ＿姦盗巫i指定医療

機関において所要事項の記入を受け、福祉事務所長又は町村長に提出するよう指
導して発行すること。

　塗お義旗膿』壼．行ゴ塗う！墜劇＿二」豊ゆ．う』茎短…諏＿は盟諜＿壼挽』う』亜登録鐘［11…登録．盛

れた置1三限ごる．ものと．立ゑ薫と瓢

　施術の給付を行なうにあたっては、柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当を

する場合および脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要

であるが、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が

必要であること。

　この場合において、あん摩・マッサージ指圧師が脱臼又は骨折の患部以外に施

術をするとき及びはり・きゅう師が施術をするときは、当該施術の要否に関する

診断書をもって、医師の同意書に代えることができること。

　施術の給付を行なうにあたって留意を要する点は次のとおりであること。
（1）　　（略）

（2）施術券（はり・きゆ、に　っては、　　　　寸承　書（はり・き　、）　以



（3）施術給付方針および施術料

　ア　給付方針
　　　必要最小限度の施術を原則として現物給付するものとし、その範囲は、あ

　　ん摩・マッサージ、柔道整復およびはり・きゅうとすること（はり・きゅう

　　にあっては、慢一一くないものを対象
　　とするが、指定医療機関の医療の給付が行なわれている期間は、その疾病に

　　かかる施術は、給付の対象とはならないこと。）。なお、この者が現に指定

　　医療機関において診療をうけている場合には、当該指定医療機関の意見を求

　　めたうえで要否を決定すること。

　イ　費用
　　　費用は次によるものとすること。

　　（ア）あん摩・マッサージについては、別紙第4号の1協定書案に基づきあん

　　　摩・マッサージの施術料金の算定方法（別紙第4号の2）を基準として都
　　　道府県知事と関係団体との間で協定して定めた額以内の額とすること。

　　（イ）柔道整復については、前記協定書案に基づき柔道整復師の施術料金の算

　　　定方法（別紙第4号の3）を基準として都道府県知事と関係団体との間で
　　　協定して定めた額以内の額とすること。

　　（ウ）はり・きゅうについては、煎醒脇塞豊塞に基づき墜齪びきゅう髄
　　　施術料金の算定方法二型越釜盈量血豆Lを基準として都道府県知事と関係

　　　団体との間で協定して定めた額以内の額とすること。
（4）　　（略）

第4　医療扶助指定機関
　1　籏塞医療機関の指定の醗，の．留重事頸．

　．庶U法による医療扶助のための医療を担当する機関は、申請のあったもののうち、

　　　迭簑全量．黛⑳盆簑2題蓋．量のい玄ね塔迄鎖盆立、医療扶助に基づく医療等に

ついて理解を有していると認められるものについて指定するものとすること。

　薫の．う．叢蕊感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37

条の2に規定する内容の医療を行う医療機関にあっては、同法第38条第1項
の規定による指定　受けている　　機　　日定すること。

．エ2）指定を行った医療鐘関に対しては、指定後においても、第6の1の（2）ア

　王屓、焦焦一烈、の発行　　（以下、略）

（3）施術給付方針および施術料

　ア　給付方針
　必要量小限度の施術を原則として現物給付するものとし、その範囲は、あ

ん摩・マッサージ、柔道整復およびはり・きゅうとすること（はり・きゅう

にあっては、　　　　　　による　　の　寸　　けても月　の治癒麟
られないものまたはいままで　けた治　の堕過からみて治　　　が　ら

　一を対象とするが、指定医療機関の医療の給付が
　行なわれている期間は、その疾病にかかる施術は、給付の対象とはならない

　こと。）。なお、この者が現に指定医療機関において診療をうけている場合

　には、当該指定医療機関の意見を求めたうえで要否を決定すること。

イ　費用

　　費用は次によるものとすること。

（ア）あん摩・マッサージについては、別紙第4号の1協定書案に基づきあん

　　摩・マッサージの施術料金の算定方法（別紙第4号の2）を基準として都

　　道府県知事と関係団体との間で協定して定めた額以内の額とすること。

（イ）柔道整復については、前記協定書案に基づき柔道整復師の施術料金の算

　　定方法（別紙第4号の3）を基準として都道府県知事と関係団体との間で
　　協定して定めた額以内の額とすること。

（ウ）はり・きゅうについては、別1紙篁旦量．協定豊（は肱・盈ゑ）塞別瓠a

　　　施術料金の算定方法を基準として都道府県知事と関係団体との間で協定

　　　して定めた額以内の額とすること。
（4）　　（略）

第4
　1

　医療扶助指定機関

　医療機関指定基婆

　法による医療扶助のための医療を担当する機関は、申請のあったもののうち、
次i三掲げる潰走箋を受」ナ玉無る迄の薫あ．2．工，．医療扶助に基づく医療等について

理解を有していると認められるものについて指定するものとすること。ただし、

正当塗理由歴あ2工指定箋墾虻薫駐盆』Σ医療機閣⊆指定訪問養護盛業煮壼除

　なお　法による　　の取消し　思けた　療機関嶋一
の日から5　以上　ま過したものであること

⊥感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に
　規定する内容の医療を行う医療機関にあっては、同法第38条第1項の規定に
　よる指定
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による一般指婆により，生漬保護に関する法令、告示及び通知に定める事項に

　ついて周知麩底を行い、医療扶助に基づく医療等に対する理解が一層深ま蚤煮

@う取り組むこ蜘，
ﾇ旦）＿卑請のあった医療機関が、法篇49条の2第3項各号のいずれb・に該当煮魚
@鷺癒機関1g黛い鷲嫉転指定をしないこ蓋が蕊壼ゑ迄のであるこ煮転，（4）指　・療亡の掲出の有効　日は6年目とし　6　ごとに更勤の　言　’”

せ、上記（1）の旨　手続と同様に　査するものとすること。ただし、　険
療機関や保険・・局であって、指定医療　関の指定を受けた日から、おおむね引

き士き当該粥設　である保険医嚇しくは　斜・剤師のみが診や妻，剤してい

驍烽ﾌ又は　の者と同一　世に　する配禺者　のみが診　若しくは奮剤にイ

魔ｵているものについては、　の指定の効力を失う日前6月から同日前3月ま

での罰に別段の　出がないときは、　　の　請があったものとみなすものであ
ること。

2　健康保険法等による診療報酬に係る承認等

i1）健康保険法に基づく保険医療機関であり、同法等により診療報酬に係る指定、

@　承認又は認定を受けている場合には、生活保護法において重ねてこれらの指
@　定、承認又は認定は要しないものであること。

i2）盤康保陸送‘塑く　　　　　　の　　乞受けていない医療機閣であ2工駄

@　生漬腿に基づく　　　受けL又はまの彊をす趣園閨から、」隆康保隙
@　法　によるZ　　　に　る　　（生　　大　の丞．認1亙るもの壼除く、）ス

@鎚の虫　があった　ム、同法箋におけゑ丞認又は認定に間する取扱い壼登

2　健康保険法等による診療報酬に係る承認狸等
i1）健康保険法に基づく保険医療機関であり、同法等により診療報酬に係る指定、

@　承認又は認定を受けている場合には、生活保護法において重ねてこれらの指
@　定、承認又は認定は要しないものであること。

i盆）健康保険法に基づく保険医療機関であり、同法等により診療報酬に係る届出

@　をしている場合には、生活保護法において重ねてこれらの届出は要しないもの

@　であること。

@　　　　　　　　　　　　　　　　’

U　指定施術機関および指定助産機関

用し、これ壼承認遡定すること。
@なお上承認又は再　の決　壼』行った墨金には，生漬：菌議法による承認又は認定である宣遡鵡しjk丞認蚕量、又は認定番量麩産し，申請置及び婁払基金に

　置足医療機関辺指定基準の．、の　意事項、医療機関の指定および指定医療機関

ﾌ義務は、法に定める範　内で指定施術機関および指定助産機関に準用するこ
ﾆ。

　　戴』工、通知．ま登⊆報

R　健康壁圭箋によ登診遼室劃こ係る届出
i■）健康保険法に基づく保険医療機関であり、同法等により診療報酬に係る届出

@　をしている場合には、生活保護法において重ねてこれらの届出は要しないもの

@　であること。

i2）健塵腿に基づく壷漿q董関の指定を受け篤いない』…蜘董閣鷲贔2工駄
@　生，　一法に基づく　　　　け又は　の　　　　　　　　　からの　出が

@　つた　ムには　　ム　金に・して’知すること。

S　指定施術機関および指定助産機関

@　医療機関指定基準、医療機関の指定および指定医療機関の義務は、指定施術機

@関および指定助産機関に準用すること。

6



　4

謔U

@1

@（2）

　医療保護施設
@指定医療機関の義務は、医療保護施設に準用すること。

@指導および検査
@指定医療機関に対する指導
i1）目的
@　指定医療機関に対する指導は、被保護者に対する援助の充肇

@するため、法による医療の給付が適正に行なわれるよう制度α

@に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とすること。

@　指㌧｝の形態

　指導の形態は、一般指導と個別指導の2種とすること。

A　一般指導
@　一般指導は、都道・県知事が、法並びにこれに基づく命牽

　に定める事項について、その周知徹底を図るため、講習会、

@方法により行うものとすること。

C　個別指導
@　個別指導は、．厘焦労働大臣又は都道府県知事が次のいず南

の対象となる撮定医鐙闘において個別に亘逡懇談方式に
玄ること史ただし、必要に応じ、指定医療機関の管理者又1コ

を一定の場所に集合させて行っても差し支えないこと。

�A）厚生労働大臣又は鐡量知事が単独薫テう指婆

（イ）厚生労　大　及び鐡蟹が共瞳遊星（盟
し》う皇）

煮旦上』量翌救象の選定

@　　揖導は全ての指定医療機関壼対象とするが、重点的かつ効薬

観点から、魍形態に応じて次の基婆壼塗餐にして対象となる
の計画に基づいて選定するこ藁

エ＿鴛膨量婆

@　原則として、全ての指定医療機関とするが、周知徹底を匪

一。のb定　　機　　選定しても差し支えないこと、

イ　個別詩道

（ア）厚生労働大臣又は　道・県知事がし独で行う日’

次に易げる　項について、個別に内京　査をした上で、

選定すること。

a　生会保　診　　酬支ム基金、実施機関　疲　圭　　力

診　　　の請求その也医　失助の実施に　する虚報の福

指導が必要と認められた指定医　機

査をした上で、L韮翻董闘壼

　　　　　から診　内容又は

する虚報の提共があり、個別

5　医療保護施設
　指定医療機関の義務は、医療保護施設に準用すること。

第6指導および検査
　1指定医療機関に対する指導

　（1）目的
　　　　指定医療機関に対する指導は、被保護者に対する援助の充実と自立助長に資

　　　するため、法による医療の給付が適正に行なわれるよう制度の趣旨、医療扶助

　　　に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とすること。

遡　　　　指導は、すべてのヒ定医機とすること

　　　指導の形態は、一般指導と個別指導の2種とすること。

　　ア　一般指導

　　　　一般指導は、法ならびにこれに基づく命令、告示および通達に定める事項

　　　について、その周知徹底を図るため、講習会蕊墾毯、広報、文書等の方法に

　　　より行なうものとすること。

　　イ　個別指導

　　鼠z1一個別指導は、　　’　に対立逝｛麹1…行なねれる、古ゑ福祉裏務

　　　　月と　　　　　　互の　カ　1確提重ゑ罵と塑と』【瓦．被爆．護童．
の型塞創立に閣重る　　および診＿齪蓋嶋2い工診療録まの他の帳簿
豊趣殖閲覧』．塑腿指導．を．行塗う土の点前ゑ⊆」と．焦，

塑乱」墨型韮酸勉つ上皇＆蕊、笹艦必要力iあ。甦認められ1ると走1よ転
越保護萱1…≡2いエその受診塗鍛篁、壼調査玄ゑ瓢とが亙壼る圭1の点玄る．三

（イ）」固一．1…行なう』もの点葱る三．と鳳ただし、必要に
応じ、指定医療機関の管理者又はその他の関係者を一定の場所に集合させ

て行なっても差しつかえないこと。
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b　個別撮i皇の鑛果、再麿廻別指導壼鴛うことが必要と認められた糧定鷹

療毯闘又は個別指翌において改善を求めたにもかかねらず．改養が認め

良ね益獣量定屡遼搬闘．

メ@逡査の結果、一定期間経過後に個別指導が必要と認められた指定医癒

　趨閣

п@社会　　診療報　支ム基金から日供される被保曇者に、、る診　　酬

請求データ又は　子レセプトの分析結　等　，用して得られる旨定

療機関の寺徴（例えば請求全本に占める被　護者に　する請　割合が高

い、被　護者以外と比較して　　量　の該　　　明，書（調剤　酬明

書　含む。）の1　あたりの平均請・点’が高い、被呈護者の目外受診

の割合が高い等）　総合的に勘安し、個別に内容審査をした上で個男1日

導が必要と認められる指定医療機

。　その他、寺に個別指導が必　と細められる指定医
（イ）共同指導

上記（ア）により選　されたb　　　幾　の　から、　の内穴　　　、
し、共同旨導　　施することが必要な旨定　療　　　選定すること。

（ウ）選定上の留意点

指導対象となる指定医療機関の選定にあたっては、指導に’たる　員

（以下「造婆担蓋煮」という。）のみでなく　数の　成員からなる合鍵

において決定するなど、組織的に公正な選定を行うものとすること。，
．薫盈L蚤豊左．塗蓋

@　エ＿二鍛造婆

@　　　固懸図盃歴に応じ、以下の方塗等により行うこと。
a　講習会方式による講習・講演

b　全ての鑑定医療鍵こ難ずる広趣び関墨鐘闘、関係団膝篶壼通じた
周知
一㎜｝

メ@新遁走医療毯閨に対する制度理鯉のための文書配布
（イ）実旗上の留意点

講習会方式で寒施する場合において、指導対象となる指定壁決
定した時は、あらかじめ一般指導の日時、頻、出席者、指導内容等を文

蓬焦古黛当該鑑定鷹療毯関に通知すること。．

イ　固別旨、

（ア）実施通知

厚生労働大臣又は　道・県知　は、旨導対象となる旨定医療幾　　決定

したときは、あらかじめ次に　げる　項を文書により当該指定医　　関に

通知すること。

なお、共同日’　実施する場くには、当訪通知に厚生労　大臣及び　道

艘奎が共百で行うこと　明記すること。
a　個別指導の目的　　　　　　　■一．」・㎜
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b　個別指婆の昼時及び揚．砥

c　出盧煮
　　一一『甲　■・　－艸．一骨辱喉■一」⊥■・甲■・・■■■

@薫，＿茎．置去盈壼豊頬箋

iイ）指導方法

個別指導は、被保護者の医療翁付に関する事務及ぴ診療状況等につい庶

診療蛋・　の他の帳5書業晒麗閲一するとともに　　係　から言一明　　め

面　懇談方式で行うこと。なお、個別旨導　行、前に、　膳者から醤療

状況等の聴取が必要と考えられるときは、福祉事　所の協力を謹
やかに聴取を行い、その結　を基に当該指定医　　関の指・　行うこと。

（ウ）ヒ’”’の仕置牌

選個別指～において、適正　欠く取扱いが疑　れ、　度節　　行　なけ

れば改善の要否が判断できない目合には、当該指定医　機　に再指

行うこと。なお、この場合、被　話者から受療状況等の墨取が必要と考

えられるときは、言止事マ所の協力を得ながら速やか監聴取　行い、

の相　をもとに当該旨1定医療機関の再旨’　行うこと。

壁個別指　の結　、下記2の（2）に定める検査対象の選定項目に該当
宣ると劃断した場』合には、後日、速やかに検査壼行うこと皇

なお、燈導史1豊遼応麩1鍵請塞について、嬰らかに至正
又は著しい不当籔糧食！三は、個、別韮墜史生．』』直壁…塗藪
鴛うことができるものであることg

烹、、』撮要i籏．黒の通知篶

@　個別指婆の結果、改善壼要する事項が認められた場含又は診療報酬礁

ついて過誤による調整壼要すると認められた場合には、後田、文書に占

ってその旨の通知壼行うものとすることR

立＿盟鐡星婁
@　都道府県知事は、当該旗定鷹療機関に対して、文書で通知した事項に

ついて、文豊によ黛麺鴛鴦蒸ぬゑ鷺ζ鉱
（黒）実施上の留意点

@a　指導の実施に際しては、つとめて診療に支障のない日時を選ぶ三と焦

（在）実施上の留意点

@ア　指導の実施に際しては、つとめて診療に支障のない日時を選び、実施の日
また、必要に応じ、関係団体との連絡調整＿瞳鍛焦優る」磁』一撮墓． 吐麺　　　・象の　　　　　に文書で通知するものとすること。
時の立会　頁など）を行い運営の円滑を期すること。 なお、この場合関係団体との連絡調整を行ない運営の円滑を期すること。

虹　実施時期の決定にあたっては、地方厚生（支）局及び衛生関係部墨の イ　実施時期の決定にあたっては、　　　会　　　　　および衛生関係部」励
行う指導計画等との調整を図ること。

メ@指導担当　は、公正かつ親切丁寧な態度を保持すること。

　課等の行なう指導および監査の計画等との調整を図るものとすること。

E　指導にあたる職員は、公正かつ親切丁寧な態度を保持すること。

2　指定医療機関に対する検査

i1）目的
2　指定医療機関に対する検査

i1）目的
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　　指定医療機関に対する検査は、被保護者にかかる診療内容および診療報酬の

@請求の適否を調査して診療方針を徹底せしめ、もって医療扶助の適正な実施を

@図ることを目的とすること。
�Q）検査対象の選定

@　槍套嫉蕊、蒸のいずれか礁該当する場合に、厚生労働大臣黒燻劃道府県知事が

　　指定医療機関に対する検査は、被保護者にかかる診療内容および診療報酬の

@請求の適否を調査して診療方針を徹底せしめ、もって医療扶助の適正な実施を

@図ることを目的とすること。

i2）対象
@　検査雄蕊一個別指導の鎧塁記隠行なう必要があると認められる指定医療機

　　　　　　　　　　　　一　一sうものとすること　ただし、法、84朱の4簡1エに該当すると認められる ’よび　男1　　　け　こと　　　す　　　　　　　と　ること　ただし

目合には、厚生い働大臣又は　道・県知事が共同で行うこと　　レ討すること。 1記以外の　　　　　　で　って、診　内面又は診　　　の軸求に不正又は不

ア　診　内容に不正又は1著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある 当が　ると　うに足りる理が　って　ちに　査　行な、必要が　ると‘め
　とき．

C　診療　酬の請・に不正又は著しい不当があったこと　　悔に　りる理由

られる　△は、この　りでないこと

　があるとき。

E　度重なる個別旨　によっても診療内穴又は診　　　の請求に改差が　ら

　　れないとき
@工　正当な理由がなく個別指導を拒否したとき。

i3）　査方法等

@ア　　施通知

（3）内面および方法

@　　査は　　　…　にかかる診　　穴および診　　　曇　の　・について　明

厚生“働大臣又は　道・県知事は、検査対象となる指定医療機　　決定し ，書　と診　　その他の　簿書　の照合、’　　の…査により実地に行なうも

たときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定医　機　に通知 のとすること

すること。

@なお、厚生労鉱臣及び麺篁府県知事が共置で検査壼塞麺する場合には、

盆麸必廻に応」墨壷についての調査壼食わせて行なうことと重ること。

　当該通知にそ蜷明記すること。
iア）撞査塑規定及び目的
iイ）検査の日時及び場所

iウ）出席煮

iエ）準備すべき書類等

C　検査の内餐及び方法

@　検査は、姻暴護煮の診療内容及び鐘麺酬請茎の適査その他医療扶助の実
旗、礁閨乱席駄診療麺幽明麺書（調剤報酬明組豊を含む。）と麹癒籔申ll調剤鑑

ｸ含む。）その他の帳簿書類の照合、設鐘箋の蟹査により寒地に行うものと
すること漁

@なお、必要に応じ被爆護．煮についての調査をあねせて行うものとするこ
　と。　『■　一．－　艸　一轟判■■　喉　■■斬　■

E　実施上の留意点
ｭア）検査の実施に際しては、つとめて診療に支障のない日時を選ぶこと。ま

（4）実施上の留意点
@Z　検査の実施に際しては、つとめて診療に支障のない日時を選鐡旦　　　、　月　　対　の　定

一　　た、必要に応じ、関係団体との連絡…。整（査方針に係る協議、検査　の に文　で通知するものと脳L
　立会依頁など）を行い運営の円滑を期すること。

iイ）実施時期の裏定にあたっては、地方厚生（支）局及び衛生　係。。の行

なお、この　合関係団体との連絡を行ない、運営の円滑を期すること。

　う監査計画等との調整を図ること。

iウ）検査にあたる　員は　公正かつ　切丁寧な態度　保．すること。

イ　実施時期の決定にあたっては、地方社会保険事務局および衛生関係部（局）

@課等の行なう指導および監査の計画等との調整を図るものとすること。

E　検査にあたる職員は、公正かつ親切丁寧な態度を保持すること。
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3　検査後の措置等
．≦．乱≧櫨査董墨の通知盈蚕越貴蓋の提出

エ＿塗査の毬果鮭，』後盤，．定書些古つ工煮の量の通惣壼繰う迄のζ玄ゑ三よ望、

イ．厚生欝働太巨星嫁都道腿却1裏娃ン＿当麹旨定医療機関蟻封、レ鴛，．．亟養を要

　すると認められた通知事項については、文鍵により　告　　めるものとする
　　　こと。．

（2）行政上の措置

　ア　指定取消翻効力差止
　　　都道府県知事は、指定医療機関が次のいずれかに該当したときは、その指

　　定の取消しを行なうこと。ただし、指定の取消しの処分に該当する医療機関

の機能、事案の内勲等を総合一医　の確保　図
るため特に必要と認められる場合は、塑間を定めてその指定の全。若しくは

一。の効力自止　行うことができるものとする。

　　（ア）故意に不正又は不当な診療を行なったもの。

　　（イ）故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。

　　（ウ）重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行なったもの。

　　（エ）重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行なった

　　　もの。

　イ　戒告
　　　都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

　　は、戒告の措置を行なうこと。

　　（ア）重大な過失により不正又は不当な診療を行なったもの。

　　（イ）重大な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。

　　（ウ）軽微な過失により不正又は不当な診療をしばしば行ったもの。

　　（エ）軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行なったも

　　　の。

　ウ　注意
　　　都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

　　は、注意の措置を行なうこと。

　　（ア）軽微な過失により不正又は不当な診療を行なったもの。

　　（イ）軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。

（3）聴聞等

　　検査の結　、当該指　　　機　が旨定の取消又は　司を定めて遡全
　。若しくは一。の効力　止の処分に該当すると認められる場合には、　査後、

指定の取消等の処分予定者に対して、行政手簿法（平成5　法乖　88号）の
規定に基づき聴　又は弁明の　会の付与　行　なければならないこと。

（4）経済上の措置

　ア　一診療及び診療報酬の請求に関し不正又は不

3　検査後の措置

蓬藍鍵縫製聾笠嬰瓶臨樋蜷臨盤の

（1）行政上の措置

　ア　指定取消

　　　都道府県知事は、迭樋指定医療機関が次のいずれかに該当したとき
　　は、その指定の取消しを行なうこと。

（ア）故意に不正又は不当な診療を行なったもの。

（イ）故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。
（ウ）重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行なったもの。

（エ）重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行なった
　　もの。

イ　戒告

　　都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

　は、戒告の措置を行なうこと。

（ア）重大な過失により不正又は不当な診療を行なったもの。

（イ）重大な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。
（ウ）軽微な過失により不正又は不当な診療をしばしば行ったもの。

（エ）軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行なったも

　　の。

ウ　注意

　　都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

　は、注意の措置を行なうこと。

（ア）軽微な過失により不正又は不当な診療を行なったもの。

（イ）軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。

（2）聴聞

’それがあるとめた△は、　査・了後、当該旨定　　 に対して聴聞壼

　この　△において　　　の　士は、　政手　法　3　　2　に　めるところ

（3）経済上の措置

　ア　不正又は不当の診療および診療報酬の請求に一
11



薫の事実が認めるれ、．一黒ね鳳至ゑ返還金が蕪鵡た場』食1三嬉鵠すみやかに支払

　基金に連絡し、当該指定医療機関に支払う予定の診療報酬額からこれを控除

　させるよう措置すること。ただし、当該指定医療機関に翌月以降において控

　除すべき診療報酬がない場合は、これを一三直後返還させるよ
　う措置すること。

イ　（略）

ウ　旨定の　消しの処分を行った場合、又は　間　定めてその指定の全。若し

くは一。の効力停止の処分を行った場合には、　則として、迭んル78久第2

項の　定により返還額に100分の40　乗じて得た額も保護の実施　　に支

（5）厚生労働大臣への通笈

鯉口事は、指定医療機関について指定の取消しの処分を行った場合、，

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止の処分を行った場

合において、健保険法（大正”年法オ第70号）楠80久盤・のいずれかに

該当すると疑うに足りる　　があるときは、法　83久の2に基鑓働
大臣に対し、その事　　通知すること。

4　医療保護施設等の取扱い　　（略）

様式第1号
燧式算2量

別紙第4号の1　協定書案
別紙第4号の2　あん摩・マッサージの施術料金の算定方法

別紙第4号の3　柔道整復師の施術料金の算定方法
別紙第5　　（削除）

別紙1　（削除）

別紙2　（削除）

別紙第4号の4　はり・きゅうの施術料金の算定方法

め．られ熊と壼1ま鉱．都遡…乱すみやかに支払基金に連絡し、当該指定
医療機関に支払う予定の診療報酬額からこれを控除させるよう措置するこ

と。ただし、一な当該医療機関に翌月以降において控除す
べき診療報酬がない場合は、これを返還させるよう措置すること。

イ　（略）

4　医療保護施設等の取扱い　　（略）

撞式篁■量

撞塞第£畳

縁、式策盆風景の旦

別紙第4号の1　協定書案
別紙第4号の2　あん摩・マッサージの施術料金の算定方法

別紙第4号の3　柔道整復師の施術料金の算定方法

別紙第5　協定書（はり・きゅう）案

別紙1　はり・きゅう給付の担当規程

別紙2　はり・きゅう給付の施術方針

別紙旦　はり・きゅうの施術料金の算定方法

12



様式第1号

指定機関名簿

借覧●号
医　擬
刄Rード

名称 所在地 診療科名等
指定年月日 指定有効期間

～

（注意）1助産師又は施術者については、 開設者名（氏名）」に本人に氏名を記載するとともに 住所（所在地）』にそσ）住所を記載すること

2指定坊間看護事業者については、その解説する訪問看護ステーションごとに記載すること（『開設者名（氏名）」及び「住所（所在地），1には、指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地を記載すること．）．



覧表

構定書号
コード

名称 所在地 診療科名等 指定年月日 指定有　期間 指建　効期
　Zし
X新申

年　月　　日

年　月　　日

@　～
N　月　　日

年　月　　日

@　、
N　月　日

有・無

開設者 管鯉考

氏名（名称等） 住所（所在地） 生隼月日 氏名 住所 生年月日

年　月　　日 年　月　日

擢t審尋 コード
名称・ 所在地 診療料名驚

指定年月日 指定 駈申

年　月　日

年　月　日

@　、
N　刀　日

年　月　日

@　、
N　月　日

有・郎

開設者 管理者

氏名（名称等） 住所（所在地） 生年月日 氏名 住所 生年月日

年　月　日 年　月　日

櫓t番号
コード

名称 所在地 診療科名等
指定年月日 指定有効期 措定有効覇 　z

X新申

年　月　　日

年　月　　日

@　、
N　月　日

年　月　日

@　～
N　月　　日

イト懸

翻設者 管理者

氏名（名称等） 住所（所在地） 生年月日 氏名 住所 生年月日

年　月　　日 年　月　臼

樗t番号
コード

名称 所在地 診療科名等
指定　月日 捲 指定 鋪

z
獅
車

年　月　　日

年　月　　日

@　～
N　月　日

年　月　　日

@　、
N　月　日

有・無

劇談者 管理者

氏名て名称等） 住所（所在地） 生年月日 氏名 住所 生年月日

年　月　　日 年　月　日



様式第2号

指定・指定更新申請書（変更届書等）受理簿

ス理

ﾔ号
受理年月日 名称 所在地 申請者（開設者）名 住所（所在地）

更　（・

雌 辞退年月日
番号

備考

（注意）1 「指定年月日」は、当量指定医療機関が初めて生活保護法による指定を受けた年月日を記載。

2開設者が法人の場合、「申請者（開設者）名』に法人の名称及び代表者の職・氏名を記載し、「住所（所在地）」に法人の主たる事務所の所在地を記載。



様式第26号の3

（　年　　月分）

　　　　　　　　（表　　面）
旛術券及び施術報醜請求明継，1｝

（地区担当員印）

（はり・きゅう）

（取扱担当者印） （福杜事務勝長印ラ

生 交付番号 有効期間 施術開始目 1．単　給
活 日から　　　　目まで 年　　月 2．併　給
保 患者氏名 （　　歳）　男 居住地
護 女

法 傷病名　1　神経痛 2　リウマチ　3　頸腕症候群 はり・きゅう師氏名
施 4　五十肩 5　腰痛症　　6　頚椎捻挫後遺症
術 7　その他（ ）

券

地徳：報酬請求明細瀞（はり・きゅう）

O初回施術
N月日

年　月　日 実日数 日 既施術回数 回 転　帰 治癒・中止

①初　検　料

@1はり　2きゅう　3はりきゅう併用
円

摘　　要

はり 円x　　回二　　　　円

きゅう 円×　　回＝　　　　円

②
施
　
　
術
　
料

はり、きゅう併用 円x　　回二　　　　円

電療料

P電気針2電気温灸器3電気光線器
円×　　回二　　　　円

塁
堂
墾
墾
垂
垂
盟
墾
豊

③　往　療　料　2㎞まで
@　加　　算（　　㎞）

円×　　回二　　　円
~×　　回＝　　　　円

施術日

ﾊ院○
摎ﾃ◎

月 1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12　13　14　15　16　17　18　19　20　21　22　23　24　25　26　27　28　29　30　31

請　　　　　　　求 ※　決　　定
④　合　計　金　額　　（①＋②＋③）

円 円

※　⑤　社　保　負　担（健・共）

@　　　　　有　　・　無　　　　　　割
円 円

※　⑥　本　人　支　払　額　　　　　　円 円 円

⑦　差引請求（支払）金額

@　　　　（④一⑤一⑥）
円 円

請
求
書

委
任
状

（患者氏名） にかかる上記明細書による施術料を請求します。

　平成　　　年

福祉事務所長　殿

月

はり

　　目

　　　　　住　所
・きゅう師

　　　　　氏　名 ㊥

上記の金額の受領を
　　　平成　　　年 月

師会（理事）長（氏名）

　日

　　　　　（はり・きゅう師名）

　　　　　　　　氏　名

に委任します。

㊥



　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏　　面）
はり・きゅう師へのお知らせ
　1　患者の本人支払額は、施徳報酬詰求明細、11：右側下欄の「本人支払額」欄記入の金額
　　ですから窓口で徴収してください。
　2　施術券の有効期間の延長を必要と認めたときは、ただちに福祉事務所に連絡のうえ
　　補正をうけて下さい。この場合連絡がないと減額されることがありますから注意して
　　ください。

　3　施術券の所定事項及び請求明細書の「本人支払額」、　「社保負担」欄に必要事項の
　　記入のないもの及び施術券に福祉事務所長印のないものは無効ですから福祉事務所に
　　返送して下さい。
　4　　「初回施術年月日」欄には、費用負担関係の如何にかかわらず、その傷病について
　　の初回施術年月日を記入して下さい。また「①初検料」の施術内容欄には、該当する
　　項目をOで囲んで下さい。
　5　「摘要」欄には往療を必要とした理由等を付記してください。
　6　施術報酬錆求虜縮、1｝について下記事由に該当する場合は、返戻されることがありま
　　すから注意してください。

（1）

（2）

（3）

（4）

請求書の氏名および捺印もれ
初回施術年月日、既施術回数の記入もれ
往療距離記入もれ
その他

（記入上の注意）

※印の欄には記入しないで下さい。

患者へのお知らせ
　1　併給の場合で、別に保護変更決定通知書を交付しないときは、本券をもってこれに
　　代えます。

　2　この施術券で施術を受けることのできる期間は地徳券の「有効期間」欄に記入され
　　た日数です。
　3　あなたが直接支払う額は、表面「本人支払額」欄に記入された金額ですから窓ロで
　　支払って下さい。なお、本人支払額が支払われていない場合には、保護の変更、停止
　　又は廃止が行われることもあります。
　4　施術者および福祉事務所長の指示、指導に従って療養に専念して下さい。
　5　施術を受けている期間は、その疾病については、指定医療機関の医療を受けること
　　はできませんから注意してください。
　6　施術が終ったとき、又は施術を中止したときは、すみやかにその旨を福祉事務所長
　　に届け出てください。
　7　施術券は、他人に譲ったり又は使用させてはいけません。



匝
社援保発0425第11号

平成26年4月25目

　都道府県

各指定都市民生主管部（局）長殿

　中核市

厚生労働省社会・援護局保護課長

（　公　　印　　省　　略　　）

生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務

に係る留意事項等について

　生活保護法の一部を改正する法律（平成25年法律第104号。以下「改正法」という。）につい

ては、平成25年12月13日に公布され、生活保護法施行令（昭和25年政令第148号。以下「施

行令」という。）及び生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号。以下「規則」という。）

並びに「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和36年9月30目社発第727号厚生省

社会局長通知）等についても所要の改正を行い、平成26年7月1目より施行することとしている。

　今般、生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「法」といい、改正前の法を「旧法」、改正

後の法を「新法」という。）、施行令及び規則を踏まえ、指定医療機関の指定事務に関する留意事

項等について下記のとおり整理したので、御了知の上、関係機関とも連携を図りながら、その実

施に遺漏なきを期されたい。

記

1　改正法における指定医療機関制度の見直し

　旧法では、法による医療扶助のための医療を担当する病院若しくは診療所、薬局又は訪問看

護事業者等（以下r指定医療機関」という。）．の指定及び指定取消しについて、健康保険等他

の医療制度に比べ、具体的な要件が規定されておらず、不適正な医療機関への対応が十分行わ

れる環境にあるとは言いがたい状況にある。

　このため、新法では、健康保険の取扱い等を参考に、指定医療機関制度についても見直しを

行っているが、その内容は主に次のとおりである。

（1）指定医療機関の指定要件及び指定取消要件の明確化

　ア　指定の要件



　　　新法第49条の2第2項各号（欠格事由）のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又

　　は都道府県知事（指定都市市長及び中核市市長を含む。以下同じ。）は指定医療機関の指

　　定をしてはならないものとしたこと。また、同条第3項各号（指定除外要件）のいずれか

　　に該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定医療機関の指定をしないことが

　　できるものとしたこと。

　　　（欠格事由の例）

　　　　・当該申請に係る医療機関が健康保険法に規定する保険医療機関又は保険薬局ではない

　　　　とき。

　　　　・開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

　　　　くなるまでの者であるとき。

　　　　・開設者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの目から起算して5年を経

　　　　過しないものであるとき。

　　　　・開設者が、指定の取消しの処分に係る通知があった目から当該処分をする日までの間

　　　　に指定の辞退の申出をした者で、当該申出の目から起算して5年を経過しないもので

　　　　あるとき。

　　（指定除外要件の例）

　　　・被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を

　　　　受けたものであるとき。

　イ　指定の取消要件

　　　指定医療機関が、新法第51条第2項各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又

　　は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部

　　の効力を停止することができるものとしたこと。

　　　（取消要件の例）

　　　・指定医療機関が、健康保険法に規定する保険医療機関又は保険薬局でなくなったとき。

　　　・指定医療機関の開設者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。

　　　・指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があったとき。

　　　・指定医療機関が、不正の手段により指定医療機関の指定を受けたとき。

（2）指定医療機関の指定の有効期間（指定の更新制）の導入

　ア　指定医療機関の指定の更新

　　　指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって

　　その効力を失うものとしたこと。　（新法第49条の3第1項関係）

　イ　指定の更新申請のみなし

　　　指定医療機関のうち、指定医療機関の指定を受けた目から、おおむね当該開設者である

　　医師等若しくは薬剤師のみが診療や調剤しているもの又はその配偶者等のみが診療若しく

　　は調剤に従事しているものについては、その指定の効力を失う目前6月から同日前3月ま

　　でに間に別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなすものとしたこと。

　　　（新法第49条の3第4項関係）

（3）不適切な事案等への対応の強化

　ア　指定医療機関又は保険医療機関の指定取消しがなされた場合の対応

　　　法による指定医療機関又は健康保険法による保険医療機関のいずれかの指定が取り消さ



　れた際に、両制度間で関連性を持たせて対応できるものとしたこと。

　・都道府県知事は、，法による指定医療機関の指定を取り消した場合であって、保険医療機

　　関の指定取消要件に該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働大臣に通知し

　　なければならないものとしたこと。　（新法第83条の2関係）

　・健康保険法による保険医療機関の指定が取り消された場合は、法の指定医療機関の指定

　　を取り消すことができるものとしたこと。　（新法第51条第2項第1号関係）

イ　過去の不正事案への対応

　　旧法では対象となっていない指定医療機関の開設者であった者等についても、都道府県

　知事又は厚生労働大臣は、必要と認める事項の報告若しくは診療録等の提出等を命じ、又

　は当該職員に、実地に検査等させることができるものとしたこと。　（新法第54条関係）

ウ　不正利得の徴収金

　　偽りその他不正な手段により医療の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関があ

　るときは、都道府県知事又は市町村長は、当該指定医療機関から、その返還させるべき額

　のほか、100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができるものとしたこと。

　（新法第78条第2項関係）

工　指定医療機関への指導体制の強化

　　指定医療機関に対する指導等の実施に当たっては、都道府県知事が指定した指定医療機

　関等については、一義的には指定権者である都道府県知事が行うべきものであるが、一部

　の指定医療機関における不適切な事案に効率的・効果的に対処できるよう、都道府県知事

　が指定した指定医療機関への報告等について、被保護者の利益を保護する緊急の必要があ

　ると厚生労働大臣が判断した場合には、厚生労働大臣も実施できるものとしたこと。　（新

　法第84条の4関係）

2　新法の施行に伴う指定事務に係る留意事項

（1）指定医療機関に対する新法の内容の周知徹底

　　都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下同じ。）は、管内の指定医療機関に対して、上

　記1に掲げる指定医療機関制度の見直しに関する事項及びアからウまでに掲げる施行に伴う

　経過措置に関する事項についてあらかじめ周知を行うとともに、円滑な施行が図られるよう

　協力を求めること。

　ア　旧法の指定を受けている指定医療機関は、施行目において新法第49条による指定を受け

　　たものとみなされるものとしたこと。　（改正法附則第5条第1項関係）

　イ　新法の施行（平成26年7月1目）の際、新法の規定による指定医療機関の指定があっ

　　たものとみなされた指定は、施行目から1年以内に指定医療機関の申請をしなければ、当

　　該期間の経過によって効力を失うものとしたこと（平成27年7月1日付で失効する）。（改

　　正法附則第5条第2項関係）

　　ウ　新法の施行（平成26年7月1目）の際、新法の規定による指定医療機関の指定があっ

　　たものとみなされた指定に係る施行目以後の最初の更新は、施行目から6年を経過する日

　　までではなく、施行目から健康保険法第68条第1項の規定により同法第63条第3項第1

　　号の指定の効力が失われる目の前目までの期間を経過する日までに行うものとしたこと。

　　ただし、施行日から1年以内に当該前目が到来する場合にあっては、当該前日から6年を



　　経過する目までに行うものとしたこと。

　　　また、指定訪問看護事業者等の最初の指定の更新については、健康保険法による指定を

　　受けている訪問看護事業者（介護保険法による指定を受けているものを除く。）にあって

　　は、施行目から6年を経過する目までに行うものとしたこと。

　　　さらに、上記以外の訪問看護事業者等あっては、介護保険法の指定の有効期間の満了目

　　までに行うものとすること。ただし、当該日が施行日から1年以内に到来する場合にあっ

　　ては、当該日から6年を経過する目までに行うものとしたこと。　（改正法附則第5条第3

　　項関係）

（2）指定医療機関に対する指定申請書類の送付

　　改正後の規則第10条第2項において、指定を受けようとする医療機関の開設者は、病院等

　の名称及び所在地、健康保険法に規定する保険医療機関等である旨、新法に規定する指定の

　欠格事由に該当しないことの誓約等の事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出

　することとしている。

　　そのため、都道府県は、指定の申請が円滑に行われるよう、別添1の様式例を参考に改正

　後の規則第10条第2項に規定する申請書又は誓約書等の様式を作成し、管内の指定医療機関

　に対し上記（1）の周知と併せ、送付すること。

（3）改正法附則第5条第2項の規定による申請状況の確認

　　都道府県は、施行日より改正法附則第5条第2項の規定に係る申請を受理することとなる

　が、常時、管内の指定医療機関からの当該申請の受理状況を管理し、必要に応じて、当該申

　請がなされていない指定医療機関に対して申請手続の進捗状況の確認等を行うこと。

（4）改正法附則第5条第2項の規定による申請に基づく指定の審査等

　ア　都道府県は、受理した申請について、申請書又は誓約書等の記載内容について審査し、

　　新法第49条の規定による指定を行うことが適当と判断される場合には、新法の施行の目付

　　　（平成26年7月1目）で指定を行ったことを通知すること。

　イ　併せて、改正法附則第5条第3項の規定により、最初の指定の更新については、その指

　　定を受けたものとみなされた目（施行日）から6年を経過する日までではなく、（1）の

　　ウのとおり更新の申請を行う必要があることを通知すること。

　ウ　ア及びイの通知については、別添2の様式例を参考にする等して作成した文書により行

　　うこと。

　エ　なお、アの指定については、新法第55条の3第1項第1号の規定による告示は不要であ

　　ること。

3　その他の留意事項

（1）旧法による指定を受けている医師又は歯科医師

　　旧法による指定を受けている医師又は歯科医師（いわゆる往診医師・歯科医師）は、施行

　　目において、診療所を開設しているものとみなして新法第49条による指定を受けたものとみ

　なして、改正法附則第5条第2項及び第3項の規定を適用するものとする。　（改正法附則第

　　5条第4項）

　　　したがって、当該医師又は歯科医師に係る施行に伴う指定事務については、上記2の（2）

　から（4）までと同様の取扱いとすること。



（2）新法による新規の指定の申請

　　新法による新規の指定を受けようとする者は、新法の規定の例により、施行目前において

　もその申請をすることができるものであること。　（改正法附則第8条関係）

　　この場合においては、指定の最初の更新に係る改正法附則第5条第3項の規定による経過

　措置は適用されないため、指定日については、施行日以降の目付における当該医療機関の希

　望する日を参考にしながら決定すること。



生活保護法指定医療機関

　　　　　　　別海1様式例（申請書）

指定・指定更新申請書

（フリガナ） 1
名　　　　　　　　　　称

医療機関コード
引目門口

1

所　　　　在　　　　地

〒　　　　一

@　　　　　　　　　　　　　　h（　　）　　　一
（フリガナ）氏

名
A
名
称
等
）開設者の氏名、生年月日、

Z所
i法人の場合は、「氏名（名

ﾌ）」欄に法人の名称及び代
¥者の職・氏名を記載し、
u住所（所在地）」欄に主たる

末ｱ所の所在地を記載）

生
年
月
日

年　　　　月　　　　日

住
所
（
所
在
地
）

〒　　　　一

（フリガナ）

氏
名

生
年
月
日

年　　月　　日

管理者の氏名、生年月日及

ﾑ住所
住
所

〒　　　　一

診　　　療　　　科　　　名

一般 床（　　　　床） 結核 床（　　　　床）

病　　　　床　　　　数 療養 床（　　　　床〉 感染症 床（　　　　床）

精神 床（　　　　床）

健康保険法による指定 有　　・　指定申請中

有
効
期
間

年　　　　月　　　　日から

N　　　　，月　　　　日まで

感染症の予防及び感染症の
ｳ者に対する医療に関する
@律による指定

有　　　　無　　　　指定申請中 年　　　　月　　　　日指定（申請）

氏　　　　　名

生活保護法第49条の3第4
�において規定する診療所
狽ﾍ薬局の該当の有無

有
●
鉦
’
㌧
、
、

左欄の「有」に該

魔ｷる場合で、開
ﾝ者以外に診療
痰ｵくは調剤に従
魔ｵている医師、

負ﾈ医師若しくは
�ﾜ師がいる場
〟Aその医師、歯
ﾈ医師若しくは薬

ﾜ師の氏名を記
ﾚしてください。

現に受けている生活保護法に
謔骼w定の有効期間満了日

年　　　　月　　　　日　　（更新の場合のみ記載）

上記のとおり指定を申請します。

平成 年 月 日

（申請先）

　OO知事（市長） 　〒
住所

申請者（開設者）
血（ ）

氏名
印



注意事項
　　　1

2

3

この書類は、都道府県知事（市長）に直接に、又は所在地を管轄する福祉事務所を経由して
提出してください。

貴機関が新たに指定された場合には、県（市）告示により公示するほか、指定通知書により通
知します。

更新申請の場合、指定の有効期間の満了目までに、申請に対する通知がなされないときは、
従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその通知がされるまでの間は、なおその効力を有
します。

記載要領
1　標題の「指定・指定更新」の部分は、指定、指定更新のいずれかを○で囲んでください。

2　「名称」は医療法による開設許可証等に記載されている名称を記載してください。

3　「医療機関コード」は保険医療機関番号を記載してください。

4　開設者が法人の場合、「氏名（名称等）」に法人の名称及び代表者の職・氏名を記載し、「住
　所（所在地）」に法人の主たる事務所の所在地を記載してください。

　※開設者が法人の場合、生年月日については記載の必要はありません。

5　「診療科名」は、標榜する診療科名を記載してください。診療科名が複数ある場合には、主た
　る診療科を最初に記載してください。
　※薬局の場合、「診療科名」は記載の必要はありません。

6　「病床数」は、休床中の病床も含めて医療法により都道府県知事に許可された病床数を記入
　し、休床数を（）内に記入してください。

7　「健康保険法による指定」は、申請時点における健康保険法による指定の「有」・「指定申請

　中」のいずれかを○で囲み、「有」の場合は健康保険法による指定の有効期間を記載してくださ
　い。また、「指定申請中」の場合は、健康保険法による指定の申請を行った日を記載してくださ

　い。

　※　　　　　の　定座1ていオい　Aには生　　壬’“の　定は魯1ら　ません
　※…。壬ステーションのγち　　法の定恵1ることにより　　法の定を善
　1たとなさるめについては「．、　、法による定の「六　日にはA壬　　の

8　「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による指定」は、申請時点にお
　ける結核指定医療機関としての指定の「有」・「指定申請中」のいずれかを○で囲み、「有」の場

　合は指定年月目を記載してください。また、「指定申請中」の場合は、結核指定医療機関の指
　定の申請を行った日を記載してください。

9　「現に受けている生活保護法による指定の有効期間満了目」については、生活保護法第49条
　の3第1項に基づき指定の更新を受けようとする場合に、記載してください。

10　「生活保護法第49条の3第4項において規定する診療所又は薬局」とは、以下のいずれかに
　該当するものであり、②に該当する場合には、診療若しくは調剤に従事している医師、歯科医
　師若しくは薬剤師の氏名を記載してください。

　①医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日か
　　らおおむね引き続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しく
　　は調剤に従事しているもの
　②医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日か
　　らおおむね引き続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師及びその者と同一
　　の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である医師、歯科医師若しくは薬剤
　　師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの

11　申請者（開設者）の署名は、法人の場合は、名称、代表者の職・氏名及び主たる事務所の所
　在地を記載してください。



別添1様式例（誓約書》

生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない

旨の誓約書

O　O　知　事　殿 年 月 日

下欄に掲げる生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までの規定に該当しない

ことを誓約します。

住 所

氏名又は名称 印

（誓約項目）

生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までの規定関係

1　第2項第2号関係
　　開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であること。

2　第2項第3号関係
　　開設者が、生活保護法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるも

のの規定（※）により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であること。

※　その他国民の保険医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定
1　児童福祉法（昭和22年法律第164号）
2　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）
3　栄養士法（昭和22年法律第245号）
4　医師法（昭和23年法律第201号）
5　歯科医師法（昭和23年法律第202号）
6　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）
7　歯科衛生士法（昭和23年法律第204号）
8　医療法（昭和23年法律第205号）
9　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）
10　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

11社会福祉法（昭和26年法律第45号）
12　薬事法（昭和35年法律第145号）
13　薬剤師法（昭和35年法律第146号）
14　老人福祉法（昭和38年法律第133号）
15　理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法律第137号）
16　柔道整復師法（昭和45年法律第19号）
17　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）

18　義肢装具士法（昭和62年法律第61号）
19　介護保険法（平成9年法律第123号）
20　精神保健福祉士法（平成9年法律第131号）
21　言語聴覚士法（平成9年法律第132号）
22　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）
23　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法律第124号）
24　障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号）

3　第2項第4号関係
　　都道府県知事が当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他当該事実に関して開

設者が有していた責任の程度を確認した結果、開設者が当該指定の取消しの理由となった事



実について組織的に関与していると認められない場合を除き、開設者が、生活保護法の規定

により指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

であること（取消しの処分に係る行政手続法（平成5年法律第88号）第15条の規定による

通知があった日前60日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所、薬局又は訪問

看護事業者等の管理者であった者が当該取消しの目から起算して5年を経過しないものを
含む。）。

5　第2項第5号関係
　開設者が、生活保護法の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法（平成5年法律

第88号）第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないこと

を決定する日までの間に第51条第1項の規定による指定の辞退の申出をした者（当該指定

の辞退につ恥て相当の理由がある者を除く。）で、当該申出の日から起算して5年を経過し

ないものであること。

6　第2項第6号関係
　開設者が、生活保護法の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結

果に基づき生活保護法の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

することが見込まれる日として都道府県知事が当該開設者に当該検査が行われた日から10

　日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知した場合における当該特定の日

をいう。）までの間に生活保護法の規定による指定の辞退の申出をした者（当該指定の辞退

について相当の理由がある者を除く。）で、当該申出の日から起算して5年を経過しないも

のであること。

7　第2項第7号関係
　　第5号に規定する期間内に生活保護法の規定による指定の辞退の申出があった場合にお

いて、開設者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）が、同号の通知の日

前60日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者等の管理者で

あった者で、当該申出の目から起算して5年を経過しないものであること。

8　第2項第8号関係
　開設者が、指定の申請前5年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をし

たものであること。

9　第2項第9号関係
　　当該申請に係る病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者等の管理者が第2号から前

号までのいずれかに該当すること。



別海2様式例（通知》

○○○○○○○○号

平成○○年○月○目

○○○○○○病院

　　（開設者）　　殿

○○県知事

生活保護法の一部を改正する法律附則第5条第2項

の規定による申請に基づく指定について

　平成○年○月○日付けであった生活保護法の一部を改正する法律（平成25年法律第104

号〉附則第5条第2項の規定による申請について下記のとおり指定したので、通知する。

記

1　指定医療機関名　　○○○○○○病院

2　指　　定　　日 平成26年7月1日

3　指定の有効期間 平成○年○月○日　（貴保険医療機関（保険薬局）の指定有効

期間の満了日）まで


